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県シルバー人材センター連合会安全

委員会による当センターの就業現場へ

の安全パトロールが２年に一度行われ

ていますが、今年度は次のとおり実施さ

れました。 

日時 ９月２０日（火）９時３０分 

内容 機械除草、剪定 

就業前点検、作業現場確認、服装・保護

具、刈払機等の適正使用など安全就労に

関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
会員の皆さんが当センターに電話を

かけられる場合は、誠に恐縮ですが、ま

ず始めに「会員の〇〇です」と会員で

あることを伝えてから用件をお話しい

ただけると助かります。 

当センターにかかってきた電話を職

員が受けた際、電話の相手が、お客さん

なのか、会員さんなのか分からず、その

確認からしなければならないことから、

担当職員への取次等の対応がスムーズ

に行えず、電話をかけてこられた方に不

快な思いをさせてしまうことがあるか

らです。 

ぜひ、ご協力をお願いします。 

 

 
 

今年度の会費を未納の会員さんは、

１０月末日をもって会員でなくなりま

す。早急に会費を納入してください。 

 
 

 

９月２８日(水)午後２時から当セン

ター２階会議室で令和４年度第４回理

事会を開催しました。 
 

１ 正会員入会承認 

令和４年８月２０日から令和４年

９月２２日までの間に入会の申込み

のあった７人（男５人、女２人）につ

いて報告があり、承認しました。 

なお、この間の退会者は、２人（男

１人、女１人）でした。 
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２ 公益社団法人山陽小野田市シルバー

人材センター事務費規程第５条によ

る理事会が定める事項の一部改正 

センター事務費の引き上げについ

て、原案どおり可決されました。 

内容は、発注者から諸経費として徴

収している事務費を「公共１２％、そ

の他１０％」から「公共１４％、その

他１２％」にそれぞれ２％引き上げる

もので、適用は、令和５年４月１日か

らです。 

理由は、今般の物価高騰及びインボ

イス制度施行に伴い、センターの経費

負担の増に対応するためです。 
 

３ 理事長等の職務執行状況 

定款において「理事長及び常務理事

は、毎事業年度に４か月を超える間隔

で２回以上自己の職務の施行状況を

理事会に報告しなければならない」と

されているため、本年４月１日から８

月３１日までの５か月間について、理

事長及び常務理事から事業運営状況、

予算の執行状況等を報告しました。 
 

４ 次期理事会の開催日時 

次期理事会を１０月２８日(金)

１４時からシルバー人材センター２

階会議室で開催することを決定した。 
 

 

 

令和５年１０月から消費税の仕入税

額控除の方式として導入される適格請

求書等保存方式（インボイス制度）のこ

とをご存知でしょうか？ 

会員の皆さんが受け取っている配分

金には、消費税が含まれています。 

本来、請負、委任の形態で就業する会

員の皆さんは、形式的には個人事業主な

ので、受け取った配分金に係る消費税は

税務署に申告納付する必要があります

が、課税売上が１千万円以下の事業主は

消費税が免除されるので、ほとんどの会

員さんはこれに当たり、消費税免税事業

者となり、消費税を納付する必要はあり

ません。 

令和５年１０月から消費税法の改正

により、インボイス制度が導入されると

消費税免税事業者との取引について、消

費税に係る仕入控除が認められなくな

ります。 

つまり、会員の皆さんの取扱いに変更

はありませんが、センターが会員に消費

税を払っても払ったことにならず、その

分センターが負担しなければならなく

なり、新たな納税コストが発生します。 

この新たな支出に対応する余力が当

センターにはありませんので、事務費の

引上げで対応するしかありません。 
 
 

 
  
■会員数（９月末現在） 

当月 421人(男 288人,女 133人) 

前年同月 435人(男 292人,女 143人) 

■請負・委任関係（９月） 

(1) 就業延日人員・就業率(男/女) 

当月 2,972人 62.2％(58.7/69.9) 

前年同月 3,195人 62.5％(61.0/65.7) 

当年度累計 18,280人  

前年度累計 17,730人  

(2) 契約件数・契約金額 

当月 248件 15,598,556円 

前年同月 274件 16,295,065円 

当年度累計 1,429件 95,238,137円 

前年度累計 1,426件 94,795,588円 

■派遣関係（９月） 

(1) 就業延日人員・契約金額 

当月 423人 2,328,553円 

前年同月 482人 2,553,899円 

当年度累計 2,591人 14,050,670円 

前年度累計 2,589人 15,422,986円 
 

事 業 実 績 

インボイス制度 

 

 


